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Yamae Village Topics

　3月17日から22日までの春のお彼岸の期間中、
山江村の玄関口にある合戦峰物産販売所にて木
工品の展示・販売会が開催されました。物産販売所
は、現在、毎週日曜日
の午前中に日曜朝市
として新鮮な野菜や
特産品の販売をされ
ていますが、今回は、
特別企画として村内

で木工品の制作をされている「つづら工房」による
木工品展示&即売会が開催されました。地域を中
心に趣向を凝らした施設の活用にお彼岸で参拝に
来られた方や地域内外の方などが立ち寄り楽しま
れていました。

　山江村土地購入補助金の交付式を山江村役場村長
室にて行いました。本制度は人口増加及び地域活性
化を図るため、「山江村空き家土地活用促進制度（空
き家土地バンク）」を活用し、土地を購入された方へ
経費の一部を助成する制度です。空き家土地バンク
とは、村内にある空き家や活用されていない土地と
山江村に定住を希望される方とのマッチングサイト
です。
　補助金の交付がなされた馬場さんは、購入された
土地へ新たに住宅を建設され、山江村での生活を送
られます。

　清算法人山江土
地改良区から、山江
村へ清算金の一部
が寄付されました。
　山江土地改良区
は昭和60年度に設
立され、ほ場整備事
業により水田を対象に、用水路や排水路、農道などの土
地改良施設を整備し、農地や水などふるさとの環境を

育んでいる資源を大切に守ってこられました。
　しかし事業の区切りがついたことにより、平成31年
4月4日付けで熊本県知事の認可のもと解散となり、令
和２年２月７日に開催された清算終了総代会によっ
てその長い歴史に幕を下ろすこととなりました。解散
にあたり、山江村の発展に役立てていただきたいとい
う思いを込めて寄付を決められたとのことで、内山村
長へ目録を手渡された中村代表は、「山江村の農業発展
のために使用してもらえたらうれしいです。」と話され
ていました。なお、土地改良区の所有であった農排水路
や道路などは、解散に伴い山江村へ譲渡されました。　
貴重なご寄付をいただき、ありがとうございました。

合戦峰物産販売所　活発に
木工品展示 販売会

清算法人山江土地改良区
山江村へ寄付金贈呈

／3 17

／2 17

土地購入補助金交付
空き家バンクを活用／2 18
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話題のひろば
地産地消等優良活動表彰
かちゃリンクやまえ　活動認められる

山江村ヘリポート離着陸訓練
ひばり　山江村で訓練

／2 1313

／2 2626

　時代の駅むらやくばに活動拠点を置くNPO法
人かちゃリンクやまえが、この度、地産地消等優
良活動表彰の食品産業部門において九州農政局
長賞を受賞されました。この表彰は、創意工夫の
ある地産地消及び国産農林水産物・食品の消費拡
大を推進する優れた取り組みや活動に対し表彰
されるものです。
　平成17年に設立したかちゃリンクやまえは、
「都市と農村の交流」を活動のテーマに、平成18年
から本格的な農村レストラン「やまえのまんま」
を運営されています。
　地産地消をキーワードに、地元の契約農家から
仕入れる新鮮な野菜を使ったランチや弁当の提
供。食と健康の文化を継承するため定期的に健康

料理教室の開催。健康応援レシピの作成し健康食
のレシピの普及啓発などスタッフみんなで地域
に貢献する活動をされています。このような活動
が認められ今回の受賞となられました。スタッフ
全員で受賞を喜ばれていました。

　下球磨消防組合と県防災消防航空隊との円滑な
部隊の連携活動と、安全迅速な消防活動、山江村と
の連携活動を円滑に実施できるよう、山江村が整備
したヘリポートを使った離着陸訓練を行いました。
　訓練は、地震発生後、仰烏帽子山と山田内畑にい
る要救助者を役場ヘリポートに搬送するという内
容でした。
　予定していた仰烏帽子山での山岳救助訓練は、天
候不良のため中止となりましたが、内畑での訓練は
実施することができました。
　防災ヘリは、熊本空港から内畑まで約12分で到

着し、要救助者２名を
ヘリに収容した後、数
分で役場上空に到着。
無事ヘリポートへ着陸
しました。
　実際に飛行してきたヘリを見に集まった人たち
は、防災ヘリの隊員紹介と機体説明等を受けまし
た。滅多に見ることができない機内をじっくりと見
学し、参加者全員で記念写真撮影。その後、防災ヘリ
は熊本空港へ帰投しました。飛び立つヘリの風圧の
強さに参加者は驚きの声をあげていました。
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第２区サロン第22回

　春の陽気が気持ち良い今日この頃、皆さんい
かがお過ごしでしょうか？暖かくなると、身も
心も軽くなってどこかに出かけてみたくなり
ますよね。
　さて今回は、2区のサロン活動『ひまわりの
会』のご紹介です。サポーター養成講座を受講
されたサポーターの方が主になり、月2回活動
をされています。“世の中が明るくなるように”
と『ひまわりの会』と名前をつけられた活動で
は、サポーターの方がストレッチや体操を指導
され、そのあと百歳体操などに取り組まれてい
ます。参加者の方からは「何より集まって話せ
ることが楽しい」「健康意識が高まった」「楽し
い集まりの場ができて嬉しい」との意見が聞か
れ、ひまわりのような素敵な笑顔が飛び交って
いました。
　これから先、どんな風に過ごしていきたいで

すか？住み慣れた地域で、
好きなことをしながら、いつ
までも元気に過ごしていけたら
素敵ですよね…それならみんなで介護予防☆
地域の方と楽しみながらはじめて
みませんか。

　2月15日（土）、田舎体験ツアー『山江村で完走祈願フットパスとヘルシーランチ』が開催さ
れました。
　今回のツアーは、第17回ひとよし温泉春風マラソンの大会にあ
わせ、大会前日にヘルシーでおいしい食事、勝負ごとなどにご利益
がある合戦峰観音堂への願掛けと温泉入浴で、カラダを整えてマラ
ソン完走を目指そうと企画されたもの。ツアー参加者は時代の駅む
らやくばで食事をした後、よかとこ案内人の中竹さん案内のもと、
合戦峰観音堂を通る山田合戦峰コースを和気あいあいと楽しみな
がら歩いていました。合戦峰観音堂ではおもてなしもあり、参加者
は地元の方との交流も楽しまれていました。

　16区の情報化推進員からの投稿をご紹介します。写真は万江合子
俣地区の初雪の様子。2月17日の昼から18日の朝にかけて雪が降り、
積雪は20ｃｍくらいあり、昼過ぎからは太陽の輝きに映えて一面真
っ白な世界が広がり、素晴らしい雪景色だったそうです。

山江村で完走祈願‼フットパス、開催

情報化推進員の投稿をご紹介

みながらはじめて

山江村
地域づくり
研究所通信

４月からは
毎週木よう日に
活動予定です!
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第５回山江村教育のつどいを開催

令和元年度村内小中学校卒業証書授与式

　恒例の第５回山江村教育のつどいがこのほど、
山江村農村環境改善センターで開催されました。
この教育のつどいは、山江村の教育の現状と課題
を村民に知ってもらうとともに、地域の教育力を
高める機会として開催しているものです。
　教育のつどいでは、県大会等で活躍した児童生
徒の表彰の他、プレゼンコンテスト優秀作品発
表、海外語学研修報告、球磨工業高校生徒による
ロボットの披露など、本村の児童生徒の活躍を紹
介しました。特にプレゼンコンテスト優秀作品発
表の中には、「村民が交流できる公園づくりを」
「これからの山江栗生産について」など児童自ら
が考えた提案もあり、山江村の将来について語る

児童の姿が見られました。
　また、球磨工業高校生徒が製作したロボットの
披露では、生徒自らがプログラミングしたロボッ
トが動くたびに、児童生徒から歓声が挙がってい
ました。
　地域の皆様にもご参加いただいた今回の教育
のつどいです。
来年度もたくさ
んの方々に、児
童生徒の活躍す
る姿を見ていた
だきたいと思い
ます。

　令和2年3月15日（土）に山江中学校、3月23日
（月）に山田小学校及び万江小学校において卒業
証書授与式が挙行され、山江中学校44名、山田小
学校38名、万江小学校7名の児童生徒がそれぞれ
卒業をしました。
　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に
よる臨時休校の中、例年より規模を縮小し卒業
生・保護者・学校関係職員及び教育委員会のみ出
席する卒業式となりました。
　これまでお世話になった先生方ならびに地域
の皆様方に感謝しながら、それぞれの思いを胸に
新しい道へと進んで行ってほしいです。

した。
校生徒が製作したロボットの

教育 NOWやまえの
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上村　采蓮（裕太） 第 ２ 区
山本　蛍心（征治） 第 ８ 区
上村　碧愛（朋之） 第 ６ 区

●３歳児健診（Ｒ２.２.6）

マナーからルールへ。
改正された健康増進法が2020年
4月1日から全面施行されます
～受動喫煙対策が義務に～

○受動喫煙とは
　喫煙は、肺がんをはじめとする多くのがん、心疾
患や脳卒中、呼吸器疾患などにかかるリスクを高め
ます。喫煙者が吸い込む煙だけでなく、たばこから
立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンや
タールなど多くの有害物質や発がん性物質が含ま
れます。
　喫煙していなくても身の回りの煙に吸わされて
しまうことを受動喫煙と言います。受動喫煙にさら
される機会が多い人は、肺がん、心疾患、脳卒中、乳幼
児突然死症候群にかかるリスクが高くなるなど、健
康への悪影響を受けることがわかっています。
○受動喫煙を防止するため、受動喫煙対策が
　義務化に
　改正された健康増進法により、受動喫煙をなくすた
めの取り組みはマナーからルールへと変わります。
○健康増進法の改正の３つのポイント
　１、受動喫煙をなくす
  　多くの人がいる飲食店などの施設は原則屋内
  禁煙です。学校・病院など受動喫煙による健康へ
  の影響が大きい子どもや、患者が主たる利用者
  となる施設では、喫煙室を設けることはできま
  せん。喫煙禁止場所で喫煙した場合、個人に30万
  以下の過料が科せられることもあります。

２、20歳未満の人は、喫煙エリアへの立ち入りが
   禁止
  　20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合
  であっても、喫煙エリアへの立入は一切できま
  せん。たとえ従業員であっても喫煙エリアに立
  ち入ることはできません。
３、喫煙室がある場合は標識を掲示
  　施設の種類・場所ごとに、「敷地内禁煙・屋内
  禁煙」、「喫煙できる場所」に標識を掲示するこ
  とが義務付けられます。外食の店舗を選ぶとき
  に、禁煙のお店を選びたい、もしくは喫煙でき
  る場所がいいなど希望がある場合には、店舗
  の出入り口にある掲示を確認
  しましょう。

こんにちは
保健師です!

今回むし歯があったお子様は早めに治療をしましょう。

　幼児歯科検診の結果、むし歯がなかった（要観察歯があったお
子様・治療中・治療済みを除く）お子様です。歯みがき、仕上げ磨
き、おやつの工夫など親子で頑張りました。

むし歯のなかったお友達
Hea
lth teeth

年

屋外や家庭などで喫煙する際、喫煙できる
場所であっても、受動喫煙を防止するため
に、喫煙の際には周囲へのご配慮をお願い
します。たばこを吸う人も吸わない人も、
お互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせ
る環境をつくっていきましょう。

問合せ　健康福祉課保健衛生係
  ☎（24）1700

令和２年度令和２年度
子育てサロンについて子育てサロンについて

　ぽかぽかの春の日ざしに包まれて、新
年度がはじまりました。１人１人を大切
にしながら、ワクワク楽しめる活動をし
ていきたいと思っています。
　今年度は準備が整い次第開催する予
定です。
　たくさんの参加をお待ちしています。

穴見　優花（史泰） 第 ９ 区
桑原　りん（徹） 第 ２ 区
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※受診時間　午前9時から午後5時まで
※変更になる場合がありますので、受診される方は医療機関へ確認
　をお願いします。
【救急病院】
●球磨病院　人吉市上青井町 ☎（22）3121
●外山胃腸病院　人吉市南泉田町 ☎（22）3221
■問合せ　人吉市医師会 ☎（22）3065
 球磨郡医師会 ☎（42）4797
 健康福祉課保健衛生係 ☎（24）1700

【小児科】
月 日 休日在宅医 電話番号

4
月

5 公立多良木病院小児科 球磨郡多良木町 42-2560

12 やまむら医院 球磨郡あさぎり町 45-0005

19 増田クリニック小児科 人吉市九日町 22-3570

26 たかはし小児科内科医院 人吉市相良町 24-2222

29 人吉医療センター小児科 人吉市老神町 22-2191

【人吉市医師会】
月 日 休日在宅医 電話番号

4
月

5
球磨病院 人吉市上青井町 22-3121

人吉記念病院 人吉市上青井町 22-5271

12
しらおく内科クリニック 人吉市中青井町 25-1550

たけだ眼科クリニック 人吉市南泉田町 23-3096

19
田中医院 人吉市瓦屋町 24-6127

田中クリニック 人吉市鬼木町 22-7222

26
辻循環器科内科 人吉市駒井田町 24-8888

たかみや医院 人吉市西間上町 24-5611

29
堤病院 人吉市下林町 22-0200

岡医院 人吉市南町 22-3371

【球磨郡医師会】
月 日 上球磨 中球磨 その他地区

4
月

5 仁田畑クリニック 深水内科医院

12 増田耳鼻咽喉科クリニック 酒瀬川内科

19 東病院 ほづみ皮膚科医院

26 犬童耳鼻咽喉科 小川整形外科病院

29 犬童内科胃腸科医院
脳神経外科
小林クリニック

球磨村
診療所

　後期高齢者医療制度では、医療費総額（窓口負担額を除く）
の１割相当を保険料からまかなうため、医療費が増えると、
後期高齢者医療保険料も高くなってしまいます。健康に配慮
した生活を心がけるとともに、年に１回は健診の受診をお願
いします。
■一人当たり医療費　70,423円
前年同月の0.88倍（前年同月の平均79,616円）

国民健康保険医療費

後期高齢者医療保険医療費

介護保険費用額

60,000  

70,000  

100,000  

90,000  

80,000  

最近の医療費動向（一人当たり医療費）

 

H30年  

8月

（円）

9月 10月

山江村

山江村

R1年

令和1年
10月

令和1年
10月

令和1年
10月
　介護保険サービスにかかる費用額の23％は第１号被
保険者（65歳以上の方）の介護保険料でまかないます。
１日でも長く、自宅で自立した日常生活が営めるよう予防す
ることが大切です。
■県内順位　2位/45市町村中（上位になるほど費用額が高い）
■一人当たり費用額　203,672円
県平均の1.38倍（県の平均147,305円）

124,000

274,000

224,000

174,000

最近の費用額動向（一人当たり費用額）

山江村

県平均

8月

（円）

9月 10月

　医療費が高くなるほど、国保税も高くなります。病気の早
期発見、早期治療により医療費は抑えることができます。健
康に配慮した生活をこころがけましょう。
※数値は一般被保険者のみの医療費から算出されたものです。
■県内順位　13位/45市町村中（上位になるほど医療費が高い）
■一人当たり医療費　39,861円
県平均の1.09倍（県の平均36,615円）

25,000  

30,000  

35,000  

40,000  

45,000  

最近の医療費動向（一人当たり医療費）

山江村

 県平均
 

8月

（円）

9月 10月

休日在宅医当番表
（令和2年4月）
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今回は ジェネリック医薬品
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先発医
薬品）の特許が切れた後に製造・販売される新薬と同じ
効能で国に安全と認められた医薬品のことです。
　ジェネリック医薬品は、新薬と同じ効能ですが、開発
費用が抑えられるため薬価が低価格です。そのため、個
人の負担も軽減され、また医療費削減の効果も期待さ
れます。
　ジェネリック医薬品への変更を希望する場合には、
医師・薬剤師にご相談下さい。『希望カード』をお持ちの

方は、提示することで“変更したい”という意思表示が
できますので、ぜひ活用下さい。

【内　容】 ・お口の体操や栄養・健康に関する話し。
 ・調理、会食、談話など。(希望される方は
 体重測定や味噌汁の塩分濃度の測定がで
 きます)
【日　時】 4月～2月まで月１回
【場　所】 自然休養村管理センター（万江地区）
 農村環境改善センター（山田地区）
【利用料】 1回200円
【定　員】 各地区20名

【内　容】村民の方が主体となり、体操やレクレ
 ーション、茶話会、季節の行事等を行
 います

【内　容】 ストレッチ・筋力アップ体操・マシーンを使
 った運動・体力測定（随時）。
 作業療法士による運動指導や相談（月1回）。
 屋外訓練（年1回）。
【日　時】 週１回（火曜）　　10：00～11：30
 自主活動日（水曜）13：00～15：00
【場　所】 健康福祉センター「健康の駅」
【利用料】 無料
【定　員】 約20名程度

65歳以上のすべての方が利用できる
令和2年度 一般介護予防事業にご参加ください
●にこにこ食のつどい ●介護予防拠点（公民館）事業

●骨こつ健康クラブ

国 保 か ら の お 知 ら せ

問合せ　健康福祉課保健衛生係　☎（24）1700

問合せ
健康福祉課☎（23）3978
山江村地域包括支援センター（役場健康福祉課内）☎（23）2232

ジェネリック医薬品を
希望します !

医師・薬剤師のみなさまへ

※希望カードの例

区）

地区 場　　　所 日 に ち 開始時間

1区 合戦ノ峰公民館 毎週月曜 10：00

2区 秋丸公民館 毎週木曜 10：00

3区 井出ノ口公民館 毎週木曜 9：30

4区 第4区自治会館 毎週木曜 9：30

5区 西川内公民館 第1・3金曜 10：00

6区 天神堂公民館 毎週水曜 10：00

7区 一丸公民館 第1・3水曜 10：00

8区
小山田公民館 第1・3月曜 10：00

永シ切公民館 第2月曜 14：00

9区 第9区公民館 第1・3木曜 10：00

10区 東浦公民館 不定期 10：00

11区 湯ノ原自治会館 第2・4月曜 9：30

12区 尾崎公民館 第2・3水曜 9：30

13区
万江コミュニティセンター 第2月曜 10：00

下の段公民館 第4月曜 13：30 

14区 淡島・柳野・神園公民館 第1・4木曜 9：30 

15区 屋形多目的集会施設 第1・3木曜 10：00

16区 大川内公民館 第2水曜・
第4木曜 9：30 
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ご存知ですか？国民年金
国民年金保険料学生納付特例制度について

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

１１８万円　＋ ｛　扶養親族等の数×３８万円　｝

　国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなり
ません。
　しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所
得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される
「学生納付特例制度」があります。

　対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校（修業年
限１年以上である課程）に在学する学生等で、ご本人の前年所
得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
※所得とは、収入から給与所得控除を引いた額です。

　学生納付特例の承認期間は、４月から翌年３月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合は、４月初めに再
申請の用紙が届きます。引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。

　固定資産税の納税者は自己所有している土地・家屋
の価格等について、価格等縦覧帳簿（課税物件のみ記
載）にて他の物件と比較できます。
　土地のみの納税者は土地の価格等縦覧帳簿、家屋の
みの納税者には家屋の価格等縦覧帳簿、両資産の納税
者は、土地・家屋両方の価格等縦覧帳簿を見る事がで
きます。

•納税者（免税点未満、非課税物件のみ所有のかたは、
縦覧できません。）
•納税管理人
•納税者と同居されている親族
•相続人
•納税者から縦覧についての委任を受けた方

　納税通知書（前年度分で可）や本人確認ができる運
転免許証などをご持参ください。

納税者と同居されている親族の場合は、同世帯である
ことが確認できる書類も必要です。
　相続人の場合は、納税義務者の死亡の事実及び相続
人であることがわかる書類（被相続人の除籍謄本、相
続人の戸籍謄本）も必要です。
代理人の場合は委任状と代理人本人の確認ができる
運転免許証などが必要です。
　物件を法人名義で所有され、法人代表者が縦覧する
場合は、法人の代表者と確認できる書類（登記事項証
明書等）と代表者本人の確認がとれる運転免許証など
が必要です。

4月1日月曜日～5月31日金曜日／土曜日・日曜日、祝
休日を除く午前8時30分から午後5時15分

山江村役場1階 税務課窓口

　学生納付特例が承認された期間は、将来、年金を受給するための判定に必要な受給資格期間に含まれますが、受給する年金額の計
算には含まれません。

　学生納付特例が承認された方が、将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば承認された期間の保険料をさかのぼっ
て納める「追納」ができます。追納を希望される方は、八代年金事務所へ申し込みが必要です。

所得の目安

学生納付特例制度が承認されたらどうなる？

例）学生の方で、アルバイトで月１０万円の収入がある場合

例）３０か月は学生納付特例、残りの４５０か月は保険料を納めた場合

収入：　１０万円　×　１２か月　＝　１２０万円
所得：　収入１２０万円　－　給与所得控除６５万円　＝　５５万円
判定：　所得の目安１１８万円　＞　所得５５万円

受給資格期間：４８０か月（老齢基礎年金を受給するためには１２０か月以上必要）
老齢基礎年金額（年額）：７８０，１００円　×（ ４５０か月 ／ ４８０か月 ）＝７３１，３４３円

学生納付特例が受けられる

縦覧出来るかた

実施期間

場所必要なもの
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後期高齢者医療被保険者の方へお知らせ
後期高齢者医療制度の対象となる方

保険料の軽減内容が見直されます

・75歳以上の方（75歳の誕生日から自動的に加入）
・65歳から75歳未満の方で一定の障がいがある方（市(区)町村に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入）

・保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
・保険料率は、２年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。
・令和2・3年度は保険料率の見直しがあり、均等割額は47,900円から50,600円に、所得割率は9.26％から
　9.95％に変更されます。
・保険料の上限額が62万円から64万円に変更されます。

所得が低い方の保険料は継続して軽減されますが、対象者の範囲や軽減割合が見直されます。

※一定の障がいがある方とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が１～３級及び４級の一部、精神障害者手帳に記載された障
　がいの等級が１～２級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定の方などです。
※一定の障がいに該当する方の加入（障がいの認定の申請）は任意です。障がいの認定は、いつでも申請することができ、いつでも撤回
　することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。
※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が３か月未満である方などは対象になりません。

※ 今回の見直しでは、1人当たりの医療費の増加等による大幅な上昇が見込まれましたが、財源不足に備えて積み立てている基金な
　どを活用して上昇幅を抑えた結果、上記の保険料率となりました。被保険者の皆様にはご負担をおかけいたしますが、誰もが安心し
　て十分な医療を受けられるよう、ご理解・ご協力をお願いします。

所得が低い方の軽減
◆保険料の均等割額の軽減　≪ 5割・2割軽減対象者の拡大と軽減割合の一部が変更に≫

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等の合計額が

「基礎控除額（33万円）」を超えない世帯で、被保険者
全員の年金収入の控除額をそれぞれ 80万円として

計算したうえで所得が 0円となる場合

「基礎控除額（33万円）」を超えない世帯

保険料の均等割額を7 割軽減

保険料の均等割額を7.75割軽減

+=
保険料額
（年額）

※年額64万円が上限です

均 等 割 額
（被保険者1人当たり）

50,600円

所 得 割 額
総所得金額等－33万円

（基礎控除）

所得割率9.95%
×

令和2・3年度の保険料率（保険料が変わります。）
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　後期高齢者医療保険料は、特別徴収（年金からの差し引き）又は普通徴収（納付書又は口座振替）に
より納めることになります

　また、現在普通徴収の方（年金受給額が年間 18 万円未満の方などを除く）で、平成 31 年 4
月 2 日以降に 75 歳の誕生日を迎えられた方は、次のとおり令和 2年度途中から特別徴収と
なりますのでご注意ください。

　後期高齢者医療保険料を特別徴収（年金からの差し引き）により納めている方は、申し出により、保険
料を口座振替での納付へ変更することができます。

令和 2年 4月より年金からの差し引きにより保険料を納めていただきます

＊普通徴収の納期限は、市町村によって異なります。また、平成 31 年 4 月 2 日～ 10 月 1 日の間に 75 歳の誕生日を迎えられ
　た方の特別徴収の開始月は、市町村によって令和 2年 4月より前に開始される場合もあります。

令和 2年 7月より納付書又は口座振替により保険料を納めていただきます

特別徴収の方

普通徴収の方

平成 31年 4月 2日～
令和元年 10 月 1日の間 普通徴収はありません

令和 2年 4･5 月

令和 2年 4･5･6･7 月

令和 2年 4・5・6・7・8・9月

令和 2年 7・8・9月

令和 2年 4月から

令和 2年 6月から

令和 2年 8月から

令和 2年 10 月から

令和 2年 10 月から

令和元年 10 月 2日～
令和元年 12 月 1日の間

令和元年 12 月 2日～
令和 2年 2 月 1日の間

令和 2年 2 月 2日～
令和 2年 2 月 28 日の間

令和 2年 3 月 1日～
令和 2年 3 月 31 日の間

75 歳の誕生日 普通徴収の月 特別徴収の開始月

令和2年度後期高齢者医療保険料の納め方について

～特別徴収から口座振替への変更について～

＊均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。
　また、年金所得については 15 万円を控除した額で判定します。

「基礎控除額（33万円）」＋
「28 万 5千円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

「基礎控除額（33万円）」＋
「52 万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

保険料の均等割額を5割軽減

保険料の均等割額を2 割軽減

拡大

拡大

問合せ　　健康福祉課　☎（24）1700
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３
）２
３
１
１

場
所・日
程

■
人
吉
市
東
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー　

4
月
6
・
13
・
20
・
27
日

■
錦
町
社
会
福
祉
協
議
会（
温
泉
セ
ン

タ
ー
）4
月
8
・
22
日

■
多
良
木
町
役
場　

4
月
1
・
15
日

時
間
9
時
〜
17
時

　

予
約
の
際
は
、基
礎
年
金
番
号
、相

談
者
及
び
配
偶
者
氏
名
、電
話
番
号
、

相
談
内
容
を
確
認
し
ま
す

☎
八
代
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

０
９
６
５（
３
５
）６
１
２
３

　

気
分
が
落
ち
込
む
、意
欲
が
わ
か
な

い
、イ
ラ
イ
ラ
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ

た
、眠
れ
な
い
、人
と
会
う
の
が
お
っ

く
う
」な
ど
、心
の
不
調
で
お
困
り
の

方
や
そ
の
家
族
の
方
は
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

内
容
精
神
科
医
師
が
直
接
相
談
を
受

け
ま
す

方
法
①
ま
ず
は
健
康
福
祉
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。②「
こ
こ
ろ
の
相
談
事

業
の
こ
と
で
電
話
し
ま
し
た
」と
伝
え

て
く
だ
さ
い
。③
相
談
を
さ
れ
た
方
と

精
神
科
医
師
と
の
日
程
調
整
を
し
て

相
談
日
を
決
め
ま
す
。

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
交
付
を
行
い
ま
す

「（
子
育
て
）こ
ん
な
と
き
ど
う
す
る

の
？
」子
育
て
支
援
ペ
ー
ジ
の
開
設

令
和
2
年
や
ま
え
つ
つ
じ
祭
開
催

に
つ
い
て

申
告
所
得
税
・
贈
与
税
・
個
人
事

業
者
の
消
費
税
の
申
告
・
納
付

期
限
を
延
長
し
ま
す

こ
こ
ろ
の
相
談
事
業
」を
活
用

し
て
く
だ
さ
い（
要
予
約
・
無

料
・
秘
密
厳
守
））

献
血
の
お
知
ら
せ

狂
犬
病
予
防
注
射
の
お
知
ら
せ

山
江
村
消
防
ポ
ン
プ
操
法
大
会
開
催

年
金
相
談
所（
完
全
予
約
制
）
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InformationInformation

場
所 

福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
の
駅

（
来
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
ご
自
宅

訪
問
可
）

☎ 
健
康
福
祉
課 

（
２
３
）３
９
７
８

　

高
齢
者
の
方（
概
ね
60
歳
以
上
）に

本
人
の
希
望
と
能
力
に
応
じ
た
仕
事

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

相
談
日 

毎
週
月
・
水
・
金 

10
時
〜
16
時

☎
熊
本
県
高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所

　

熊
相
談
所（
球
磨
地
域
振
興
局
内
）

 

（
２
２
）２
６
２
５

■
予
備
自
衛
官
補（
一
般
・
技
能
公
募
）

募
集
期
間 

４
月
10
日（
金
）ま
で

受
験
資
格
者 

一
般（
18
歳
以
上
34
歳

未
満
）技
能（
18
歳
以
上
、国
家
免
許
資

格
等
有
す
る
者（
資
格
に
よ
り
年
齢
上

限
は
53
歳
未
満
か
ら
55
歳
未
満
）

■
医
科
・
歯
科
幹
部

募
集
期
間 

４
月
１
７
日（
金
）ま
で

受
験
資
格 

医
師
・
歯
科
医
師
免
許
取

得
者

■
技
術（
海
空
）幹
部
及
び
曹

募
集
期
間 

4
月
17
日（
金
）〜
5
月
22

日（
金
）

（
１
） 

技
術（
海
空
）幹
部

受
験
資
格 

大
卒
以
上
。応
募
資
格
に

定
め
ら
れ
た
学
部
・
専
攻
学
科
等
を
卒

業
後
、２
年
以
上
の
業
務
経
験
者

（
２
） 

技
術（
海
空
）曹

受
験
資
格 

20
歳
以
上
で
国
家
免
許
資

格
取
得
者
等

■
幹
部
候
補
生（
一
般
及
び
歯
科
・
薬

剤
科
）

募
集
期
間 

５
月
１
日（
金
）ま
で

受
験
資
格
者 

一
般（
22
歳
以
上
26
歳
未

満
の
者（
22
歳
未
満
は
大
卒
見
込
含
）歯

科（
20
歳
以
上
30
歳
の
者（
専
門
の
大
卒

及
び
見
込
含
）薬
剤
科（
20
歳
以
上
28
歳

の
者（
専
門
の
大
卒
及
び
見
込
含
）

■
一
般
曹
候
補
生（
第
１
回
）

募
集
期
間 

５
月
15
日（
金
）ま
で

受
験
資
格 

18
歳
以
上
33
歳
未
満
。（
32

歳
の
者
は
、別
要
件
あ
り
）

■
自
衛
官
候
補
生

募
集
期
間 
通
年

受
験
資
格 
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

（
32
歳
の
者
は
、別
要
件
あ
り
）

※
試
験
日
・
試
験
場
所
・
試
験
内
容
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎ 

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本
部
人
吉

地
域
事
務
所 

（
２
２
）４
７
０
４

　

手
話
奉
仕
員
と
は
、手
話
を
身
に
つ

け
、社
会
生
活
等
に
お
い
て
、手
話
を

必
要
と
す
る
聞
こ
え
な
い
人
・
聞
こ
え

に
く
い
人
と
手
話
が
わ
か
ら
な
い
聞

こ
え
る
人
と
の
意
思
疎
通
を
支
援
す

る
人
材
育
成
で
す
。

日
程 

【
入
門
課
程
】4
月
8
日
〜
8
月

12
日【
基
礎
課
程
】9
月
2
日
〜
翌
年

3
月
31
日（
テ
ス
ト
・
閉
講
式
含
む
。）

※
基
礎
課
程
は
入
門
過
程
修
了
者
の
み
。

時
間 

毎
週
水
曜
日
、19
時
〜
21
時

会
場 

人
吉
商
工
会
議
所
会
館

申
込
方
法 

開
催
日
に
会
場
で
受
付
。

但
し
、5
月
20
日
ま
で
。

受
講
資
格　

高
卒
以
上
の
方
。（
令
和

3
年
3
月
高
卒
見
込
含
）

受
講
料 

無
料（
別
途
要
テ
キ
ス
ト
料

／
７
，６
０
０
円
）

☎ （
一
財
）熊
本
県
ろ
う
者
福
祉
協
会

 

０
９
６（
３
８
３
）５
５
８
７

入
学
資
格 

人
吉
球
磨
に
居
住
す
る
60

歳
以
上
の
方

内
容 

地
域
の
歴
史
及
び
文
化
・
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
入
門
・
健
康
づ
く
り
・
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
他

日
時 

毎
月
第
3
月
曜　

13
時
〜
15
時

場
所 

中
小
企
業
大
学
校
人
吉
校　

他

定
員 

１
０
０
名
程
度

受
講
料 

年
額
6
千
円（
2
回
分
割
）

入
学
金 

一
千
円

申
込
方
法 

は
が
き
に
住
所
・
氏
名
・
生

年
月
日
・
連
絡
方
法
を
記
入
し
4
月
10

日
ま
で

〒
８
６
８-
０
０
２
４　

人
吉
市
鶴
田

町
16　

米
津
方　

さ
わ
や
か
大
学
事

務
局
ま
で
郵
送

☎ 

さ
わ
や
か
大
学
事
務
局

 
（
２
２
）４
４
７
７

人
吉
・
球
磨
手
話
奉
仕
員
養
成

講
座

高
齢
者
の
た
め
の
職
業
紹
介
所

（
無
料
）

人
吉
球
磨
さ
わ
や
か
大
学
で
受

講
し
ま
せ
ん
か

自
衛
官
等
の
募
集

人口動態調査（職業・産業）にご協力ください
　５年に１度、国勢調査が実施される年度に、厚生
労働省において「人口動態調査（職業・産業）」が行
われます。それに伴い、出生などの届出の際に、届
書の「職業」欄の記入をお願いします。記入例は、戸

籍係窓口に備え付けの例示表をご覧ください。
　なお、記入いただいた情報は、公衆衛生、労働衛
生、社会福祉など、国の施策のための重要な基礎資
料として活用されます。

■問合せ　健康福祉課戸籍係　☎(23)3978

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
出生・死亡・死産・婚姻・離婚の各届出　※死亡届の場合は「産業」欄にも記入してください。調査対象
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地産地消推進便り
－学校給食食材の自給率－

　村では、山江産の食材を地域内で利
用する取り組みを始めています。その
一環として、学校給食食材の地産地消
化を推進しています。
　契約栽培していただける生産者の方
も随時募集しておりますので、ご協力
いただける場合は、ご連絡ください。問合せ　産業振興課　農政係　 ☎（23）3113

※地場産率の算定は、当該月に納品された山江村産の品目
　数を、全品目数で割り戻して算出しております。

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

10月

25
28 28

26 25

11月 12月 1月 2月

◎2月　作物ごとの使用量（kg） ◎品目数に見る地場産率の推移※村内小中学校の給食で使用された全品目を集計しています

給食で使用した全数量を100とし、食品成分表に基づき分類し地場産率を計算しています。
　　総使用量 .......実際給食で食べられた数量
　　総仕入数量 ...給食製造のために仕入れられた数量
　　山江産数量 ...総仕入数量の内、山江村産農産物の数量
※総使用量は可食部のみの数量であるため、総仕入数量とは必ずしも一致しません。

食品群名 総使用
量(kg) 食品名 総仕入数

量(kg)
山江産数
量(kg)

 １　穀類 569.3 米 480.0 480.0 
彩り米 2.3 2.3 

 2　いも及び
　　でんぷん類

171.4 サトイモ 72.0 28.0 
ジャガイモ 55.8 9.2 
サツマイモ 15.5 15.5 
コンニャク 23.8 0.0 

 3　砂糖及び甘味類 10.9 
 4　豆類 138.9 
 5　種実類 7.3 
 6　野菜類 767.1 カボチャ 23.6 23.6 

キャベツ 87.5 52.5 
キュウリ 20.5 0.0 
ゴボウ 44.0 0.0 
ダイコン 70.3 70.3 

ショウゴインダイコン 9.0 9.0 
タケノコ 14.5 14.5 
タマネギ 131.9 9.0 
ネギ 16.2 15.2 
ニンジン 103.4 21.8 
ゼンマイ 0.4 0.4 
ハクサイ 65.1 64.1 
ピーマン 2.4 0.0 
ニラ 1.4 0.0 
モヤシ 30.0 0.0 
ニンニク 0.7 0.7 

ホウレンソウ 44.4 7.2 
コマツナ 5.0 0.0 
阿蘇葉 4.0 0.0 

食品群名 総使用
量(kg) 食品名 総仕入数

量(kg)
山江産数
量(kg)

6　野菜類 767.1 レタス 14.2 2.5 
ショウガ 1.0 1.0 
パセリ 0.3 0.0 
セロリ 1.1 0.0 

グリンピース 3.3 0.0 
ブロッコリー 52.7 0.0 
カリフラワー 15.0 0.0 
インゲン 4.5 0.0 
レンコン 10.0 0.0 

 ７　果実類 93.4 梅干し 1.2 1.2 
リンゴ 24.7 0.0 
ポンカン 22.9 0.0 

ジューシーフルーツ 16.2 0.0 
ユズ 0.2 0.2 

 ８　きのこ類 24.2 シイタケ 8.0 8.0 
干シイタケ 2.7 2.7 
キクラゲ 0.4 0.4 

 ９　藻類 3.6 
10　魚介類 91.2 
11　肉類 157.3 
12　卵類 79.6 鶏卵 91.5 91.5 
13　乳類 1,710.7 
14　油脂類 24.0 
15　菓子類 13.8 
16　し好飲料類 11.9 
17　調味料及び香辛料類 107.2 
18　調理加工食品類 32.2 
　　合　　　計 4,014.1 1,593.2 930.5 
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※搬入量については、村の収集のほか、事業所及び一般家庭からの直接搬入分も含まれます。
※分別収集されたペットボトルは、社会福祉法人水俣市社会福祉事業団で適正に処理されています。

（単位：kg、％）

年 30 1 31 2 31 2
月 12月 1月 2月

一
般
廃
棄
物

可燃物 55,430 56,430 54,500 56,400 45,800 44,970

不燃物 5,100 4,950 3,250 2,510 3,920 3,390

粗大物 710 510 360 350 720 1,170

有害物 0 0 0 0 0 0

計 61,240 61,890 58,110 59,260 50,440 49,530

資源物 7,460 8,200 7,050 6,850 5,890 5,910

エコやごみに対する情報をお伝えする

（認められる場合）
①どんど焼きや宗教上の行事
②稲わら・果樹の伐採した枝の焼却、土手焼きや農林業を営むために
　やむ得ない場合
※ただし、近隣の迷惑を考えずに焼却する際は、指導の対象になります。
※複数回に指導を受け、改善されない場合は、しかるべき措置をとることに
なります。
①野焼き（認められる場合のみ）を行う際は、事前に消防署へ届出を
　行ってください。
②近隣に周知をしっかりしてください。○月○日　○○時～○○時頃
　までの予定という事をお伝えください。
村民の皆様のご協力をよろしくお願いします。

エコ得情報局あかちゃんごたんじょう
　山下　結

ゆ り か

莉可 （友実） （２/ ７）
　藤岡　穂

ほ の め

ノ芽　（孟之・亜弥） （２/ ３）
　上村　優

ゆうせい

晴　（洋史・望） （２/ ４）
　松尾　昊

こうめい

明　（充章・衣利子） （２/15）
香典返し
　山口　信一  東　和子

2月 29日現在（前月比）
人口　　3,449 人　　  （ + 8）
男　　 1,615 人　　  （  + 4）
女　　 1,834 人　　  （  + 4）
世帯　　1,210 世帯　  （ + 1）

総務課 .................................................................23-3111 ※
企画調整課 ......................................................23-3112 ※
産業振興課 ......................................................23-3113 ※
税務課 .................................................................23-5692 ※
健康福祉課（福祉・戸籍） ....................23-3978 ※
健康福祉課（保健衛生） .........................24-1700 ※
地域包括支援センター ............................23-2232 ※
建設課 .................................................................23-6449 ※
教育委員会 ......................................................23-3604 ※
会計室 .................................................................23-3293 ※
議会事務局 ......................................................23-3401 ※
農業委員会事務局 ......................................23-3113
ケーブルテレビセンター ......................22-8808 ※
歴史民俗資料館 ............................................23-3665
地域づくり研究所 ......................................23-3114
FAX（代表） ..................................................24-5669
●※印は域内電話と共通番号になります
　※域内電話は、転送が出来ませんので、予めご了承ください

むらの動き（2/１～ 2/29受付分）

人口と世帯 ‒Population‒

主な電話番号 ‒Telephone‒

つぶやきつぶやき
　令和元年度は、平成の終わりと令和の始まりを
迎えた年ということもあって、国内全体が慌ただ
しく過ぎた一年のように感じました。そして、本村
では、山江村の130年を祝う一年として様々な事業
やイベントを開催した年でもありました。
　村民の皆さまには、タイムカプセルの掘り起し
やシンポジウムへの参加、応援メッセージの投稿
など多くの場面で山江村の誕生を祝っていただき
感謝申し上げます。新しい年度も、多くの方々の活
躍にカメラを向け、新しい山江村の歴史を広報誌
に綴っていきたいです。（Ｍ・Ｙ）

55,000

50,000

60,000

65,000

70,000

11月 12月 1月
45,000

R1年

H30年

山江村民
一人あたりの
ごみ排出量

 最近、ごみの焼却を行っているという通報が多数寄せられてお
ります。
　ごみを燃やすこと（野焼き）は、原則、禁止されています。
　違反者には、５年以下の懲役、1,000万円以
下の罰金または、その両方が科せられる場合が
あります。

令和2年2月

前月比 - 3.9kg
約14.4 kg

ごみの焼却（野焼き）は禁止です。

〇ごみ袋には必ず氏名を記入してください。
〇正しい分別でごみの減量を心がけましょう。
〇可燃ごみの袋は、中のごみが飛散しないように、持ち手部分も
　しっかりと結びましょう。
〇指定された収集日に出しましょう。収集日の前日または収集日
　の午前８時までに出してください。
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エネルギー
488kcal
蛋白質 18.3g
脂質 35.4g
塩分 1.7g

作り方
1
2

3

鶏もも肉は一口大に切る。
ボウル（ビニール袋でもＯＫ）にＡを混ぜ合わせ一口大に切っ
た鶏肉を入れもみこみしばらく置く。
小麦粉と片栗粉を混ぜて、②にまぶし、170℃の油で揚げる。

材料と数量（2人分）

１人分の
栄養量

ポイント
もみこむ調味料にマヨネーズを加えることで、より柔らかくなる。
パサつきを抑えるので、鶏むね肉でも柔らかくなる。

鶏もも肉 .....................1枚
小麦粉..................大さじ３
片栗粉..................大さじ１
サラダ油....................適量

付け合わせ
　レタス、パプリカ、レモン

令和元年１０月より公募しておりました村内にある県道の通り名が決定いたしました。これから多くの
方に慣れ親しんでいただき、観光や日常など多くの場面にご活用いただきますようお願いします。

村内の面白スポットや家族の写真など、あなたの一
枚を広報やまえに掲載しませんか。皆さまからのお
便りをお待ちしております。
連絡先　企画調整課企画調整係　☎（23）3112

今月の１枚

息吹きさん
祭り
　２月２１日に第１０
区（東浦地区）にある
息吹き墓（通称　息吹きさん）のお
祭りがありました。昔から風邪や喘
息になった時は、竹の火起こしを年
齢の数だけお供えし、火起こしで吹
いてお参りすればご利益があると伝
えられています。祭り当日は地元の
方々が用意した郷土料理などが並
べられたくさんのおもてなしをされ
ていました。

A

酒.........................大さじ１
おろし生姜...........小さじ１
おろしにんにく 小さじ1/4
マヨネーズ...........大さじ２

鶏のから揚げ

食べて
元気になる

カリッと中ジュージー

ん

第１０
にある

山田小学校

合戦峰観音

温泉ほたる

↓
人吉

万江小学校
丸岡公園

大王神社 役場
〒

時代の駅
むらやくば

淡島神社

山江中学校

山江村制施行130周年記念
県道の愛称［通り名］が決定！

県道相良人吉線　１６２号線
（山田地区）

「山田マロン通り」
県道坂本人吉線　１７号線
（万江地区）

「万江清流通り」

１７号線
主要地方道
坂本人吉線

万江清流通り
１62号線
県道

相良人吉線

山田マロン通り

中央
グラウンド

尾崎→

JA


